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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 7月 19日 (2006.7.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 電 気 伝 導 を 制 御 す る 方 法 に お い て 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向 に 沿 っ て 分 布 す る 第 1の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 を 持 つ ナ ノ ス ケ
ー ル 配 線 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 各 領 域 が 第 1の 閾 値 よ り も 小 さ な 値 の 信 号 で 制 御
さ れ た 場 合 、 あ る い は 信 号 で 制 御 さ れ な い 場 合 に は 、 前 記 領 域 に よ っ て 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配
線 に 沿 っ た 電 気 伝 導 が 可 能 と な る 、 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 領 域 を 制 御 し て ま た は 制 御 し な い で 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 電 気 伝 導 を 可 能 に し 、 あ
る い は 遮 断 す る ス テ ッ プ と 、
　 を 有 す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 電 気 伝 導 を 制 御 す る 方 法 に お い て 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向 に 沿 っ て 分 布 す る 第 1の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 を 持 つ ナ ノ ス ケ
ー ル 配 線 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 各 領 域 が 第 1の 閾 値 よ り も 大 き な 値 の 信 号 で 制 御
さ れ た 場 合 、 前 記 領 域 に よ っ て 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ た 電 気 伝 導 が 可 能 と な る 、 ス テ
ッ プ と 、
　 前 記 領 域 を 制 御 し て ま た は 制 御 し な い で 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 電 気 伝 導 を 可 能 に し 、 あ
る い は 遮 断 す る ス テ ッ プ と 、
　 を 有 す る 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に は さ ら に 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ て 軸 方 向 に 分 布 す る 第 2の 複 数
の 制 御 可 能 領 域 が 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 に 記 載 の 方 法 。ま た は 2



【 請 求 項 ４ 】
　 第 2の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 の 各 々 は 、 第 2の 閾 値 よ り も 小 さ な 値 の 信 号 で 制
御 さ れ 、 前 記 第 2の 閾 値 は 前 記 第 1の 閾 値 よ り も 大 き い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 3に 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 第 1の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 お よ び 第 2の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 を 制 御 し 、 ま た は 制 御 し な い
前 記 ス テ ッ プ は 、 複 数 の 制 御 配 線 を 提 供 す る ス テ ッ プ を 有 し 、 各 制 御 配 線 は ナ ノ ス ケ ー ル
配 線 の 別 個 の 領 域 に 接 続 さ れ 、 各 制 御 配 線 は 前 記 領 域 を 制 御 す る 制 御 信 号 を 伝 送 す る こ と
が 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 3に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 電 気 伝 導 を 制 御 す る 方 法 に お い て 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向 に 沿 っ て 分 布 す る 第 1の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 を 持 つ 各 ナ ノ ス
ケ ー ル 配 線 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 各 領 域 が 第 1の 閾 値 よ り も 小 さ な 値 の 信 号 で 制
御 さ れ た 場 合 、 あ る い は 信 号 で 制 御 さ れ な い 場 合 に は 、 前 記 領 域 に よ っ て 、 ナ ノ ス ケ ー ル
配 線 に 沿 っ た 電 気 伝 導 が 可 能 と な る 、 ス テ ッ プ と 、
　 複 数 の 制 御 配 線 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 各 制 御 配 線 は 第 1の 複 数 の 一 連 の 領 域 に
接 続 さ れ 、 前 記 一 連 の 領 域 を 制 御 す る 制 御 信 号 を 伝 送 す る こ と が 可 能 で あ る 、 ス テ ッ プ と
、
　 制 御 配 線 に 沿 っ て 制 御 信 号 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の う
ち 単 一 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 は 電 気 伝 導 を 示 し 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の う ち の 残 り の ナ
ノ ス ケ ー ル 配 線 は 電 気 伝 導 を 示 さ な い よ う に す る 、 ス テ ッ プ と 、
　 を 有 す る 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 電 気 伝 導 を 制 御 す る 方 法 に お い て 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向 に 沿 っ て 分 布 す る 第 1の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 を 持 つ 各 ナ ノ ス
ケ ー ル 配 線 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 各 領 域 が 第 1の 閾 値 よ り も 大 き な 値 の 信 号 で 制
御 さ れ た 場 合 、 前 記 領 域 に よ っ て 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ た 電 気 伝 導 が 可 能 と な る 、 ス
テ ッ プ と 、
　 複 数 の 制 御 配 線 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 各 制 御 配 線 は 第 1の 複 数 の 一 連 の 領 域 に
接 続 さ れ 、 前 記 一 連 の 領 域 を 制 御 す る 制 御 信 号 を 伝 送 す る こ と が 可 能 で あ る 、 ス テ ッ プ と
、
　 制 御 配 線 に 沿 っ て 制 御 信 号 を 提 供 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の う
ち 単 一 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 は 電 気 伝 導 を 示 し 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の う ち の 残 り の ナ
ノ ス ケ ー ル 配 線 は 電 気 伝 導 を 示 さ な い よ う に す る 、 ス テ ッ プ と 、
　 を 有 す る 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 各 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に は 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ て 軸 方 向 に 分 布 す る 第 2の 複 数 の 制
御 可 能 領 域 が 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 第 2の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 の 各 々 は 、 第 2の 閾 値 よ り も 小 さ な 値 の 信 号 で 制
御 さ れ 、 前 記 第 2の 閾 値 は 前 記 第 1の 閾 値 よ り も 大 き い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ た 電 気 伝 導 は 、 前 記 第 2の 複 数 の 制 御 可 能 領 域 の 制 御 状 態 に は
依 存 し な い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 制 御 さ れ る 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 各 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 は 、 1組 の 独 立 ア ド レ ス 領 域
列 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 群 は 独 立 し て ア ド レ ス 指 定 さ れ 、 配 列 内 の ナ ノ ワ イ ヤ の 大 部 分 は 、 全
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ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 群 に 含 ま れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 制 御 さ れ る 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 は 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 設 け ら れ る 制 御 可 能 領 域 の 独 立 列 の 数 を （ C） 、
　 各 々 が 同 じ 制 御 可 能 領 域 列 を 持 つ ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 数 を （ B） と し 、 確 率 的 に 選 択 さ
れ る 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 内 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 全 数 を C× Bと し 、
　 確 率 的 に 選 択 さ れ る 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を 構 成 す る ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 数 を （ N） 、
と し た と き 、
　 C× Bの ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 か ら Nの ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 が ラ ン ダ ム に 選 定 さ れ る よ う に 、 確
率 的 に 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 内 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を ア ド レ ス 指 定 す る 方 法 で あ っ て 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向 に 沿 っ て 分 布 す る 制 御 可 能 領 域 を 持 つ 各 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を
提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 大 き な ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 組 か ら 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を 確 率 的 に 選 択 し て 、 複 数 の ナ
ノ ス ケ ー ル 配 線 を 構 成 す る ス テ ッ プ と 、
　 を 有 す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 さ ら に 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 上 の 制 御 可 能 領 域 を 制 御 し て ま た
は 制 御 し な い で 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 中 か ら 単 一 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を 選 択 し 、 単
一 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を 独 立 に ア ド レ ス 指 定 す る ス テ ッ プ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 さ ら に 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の う ち 、

ス テ ッ プ を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ た 一 連 の ド ー プ 領 域 を 繰 り 返 し て 、 前 記 制 御 配 線 と 、 制 御 配 線
幅 よ り も 広 い 間 隔 で 前 記 制 御 配 線 に 接 続 さ れ た ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 上 の 領 域 と の 配 置 の ず れ
に 許 容 性 を 持 た せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 上 の 前 記 領 域 が 形 成 さ れ る 範 囲 に マ ス キ ン グ を 行 わ な い ス テ ッ プ と 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 内 の 残 り の 領 域 に バ ル ク ド ー ピ ン グ を 行 う ス テ ッ プ と 、
　 か ら な る プ ロ セ ス で 前 記 領 域 を 製 作 し て 、 前 記 制 御 配 線 と 、 制 御 配 線 幅 よ り も 広 い 間 隔
で 前 記 制 御 配 線 に 接 続 さ れ た ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 上 の 前 記 領 域 と の 配 置 の ず れ に 許 容 性 を 持
た せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 制 御 可 能 領 域 の 全 長 ま た は プ ロ フ ァ イ ル を 設 計 す る こ と に よ り 、 前 記 制 御 配 線 と 、
ミ ク ロ ス ケ ー ル 配 線 幅 よ り も 狭 い 間 隔 で 前 記 制 御 配 線 に 接 続 さ れ た ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 上 の
前 記 領 域 と の 配 置 の ず れ に 許 容 性 を 持 た せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は に 記 載 の 方
法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 で あ っ て 、 各 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 は 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向
に 沿 っ て 分 布 す る 第 1の 制 御 可 能 領 域 組 を 有 し 、 各 領 域 が 第 1の 閾 値 よ り も 小 さ な 値 の 信 号
で 制 御 さ れ た 場 合 、 あ る い は 信 号 で 制 御 さ れ な い 場 合 に は 、 前 記 制 御 可 能 領 域 に よ っ て 、
ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ た 電 気 伝 導 が 可 能 と な る 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 と 、
　 複 数 の 制 御 配 線 で あ っ て 、 各 制 御 配 線 は 、 一 連 の 制 御 可 能 領 域 に 接 続 さ れ 、 該 一 連 の 制
御 可 能 領 域 を 制 御 す る 信 号 を 伝 送 す る こ と の 可 能 な 、 複 数 の 制 御 配 線 と 、
　 を 有 す る 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
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　 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 で あ っ て 、 各 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 は 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向
に 沿 っ て 分 布 す る 第 1の 制 御 可 能 領 域 組 を 有 し 、 各 領 域 が 第 1の 閾 値 よ り も 大 き な 値 の 信 号
で 制 御 さ れ た 場 合 、 前 記 制 御 可 能 領 域 に よ っ て 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 に 沿 っ た 電 気 伝 導 が 可
能 と な る 、 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 と 、
　 複 数 の 制 御 配 線 で あ っ て 、 各 制 御 配 線 は 、 一 連 の 制 御 可 能 領 域 に 接 続 さ れ 、 該 一 連 の 制
御 可 能 領 域 を 制 御 す る 信 号 を 伝 送 す る こ と の 可 能 な 、 複 数 の 制 御 配 線 と 、
　 を 有 す る 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 各 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 は さ ら に 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向 に そ っ て 分 布 す る 第 2の 制 御
可 能 領 域 組 を 持 つ こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 内 の 単 一 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を 単 独 で ア ド レ ス 指 定 す る 装 置 で
あ っ て 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の 軸 方 向 に 沿 っ て 分 布 す る 制 御 可 能 領 域 を 持 つ 各 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を
提 供 す る 手 段 と 、
　 複 数 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 か ら 、 制 御 さ れ る ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の サ ブ 集 合 を 確 率 的 に 選 択
し て 、 サ ブ 集 合 を 形 成 す る 手 段 と 、
　 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の サ ブ 集 合 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 上 の 制 御 可 能 領 域 を 制 御 し て 、 ま た は
制 御 し な い で 、 ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 の サ ブ 集 合 の 中 か ら 単 一 の ナ ノ ス ケ ー ル 配 線 を 選 択 す る
手 段 と 、
　 を 有 す る 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 ミ ク ロ ン ス ケ ー ル （ ま た は ミ ク ロ ス ケ ー ル ） と い う 用 語 は 、 約 ０ ．
１ μ ｍ か ら 約 ２ μ ｍ の 寸 法 を 表 す 。 ナ ノ メ ー ト ル ス ケ ー ル （ ま た は ナ ノ ス ケ ー ル ） と い う
用 語 は 、 約 ０ ． １ ｎ ｍ か ら 約 ５ ０ ｎ ｍ （ ０ ． ０ ５ μ ｍ ） の 寸 法 を 表 す が 、 好 ま し い 範 囲 は
０ ． ５ ｎ ｍ か ら ５ ｎ ｍ で あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 米 国 特 許 第 ６ ， １ ２ ８ ， ２ １ ４ 　 Ａ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ２ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ２ ５ ６ ， ７ ６ ７ 　 Ｂ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ３ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ３ １ ４ ， ０ １ ９ 　 Ｂ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ４ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ３ ８ ３ ， ７ ８ ４ 　 Ｂ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ５ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ６ ８ ２ ， ９ ５ １ 　 Ｂ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ６ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ７ ０ ６ ， ４ ０ ２ 　 Ｂ ２ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ７ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ２ ／ ０ ０ ２ ７ ８ １ ９ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ８ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ２ ／ ０ １ ７ ５ ３ ９ ０ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ９ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ３ ／ ０ ０ ８ ９ ８ ９ ９ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ０ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ３ ／ ０ ２ ０ ０ ５ ２ １ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ １ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ３ ／ ０ ２ ０ ６ ４ ３ ６ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ２ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ４ ／ ０ １ １ ３ １ ３ ９ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ３ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ４ ／ ０ １ １ ３ １ ３ ８ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ４ 】 国 際 公 開 公 報 Ｗ Ｏ ０ ２ ／ １ ０ ３ ７ ５ ３ 　 Ａ ２ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ５ 】 国 際 公 開 公 報 Ｗ Ｏ ０ ３ ／ ０ ６ ３ ２ ０ ８ 　 Ａ ２ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ６ 】 国 際 公 開 公 報 Ｗ Ｏ ２ ０ ０ ４ ／ ０ ３ ４ ４ ６ ７ 　 Ａ ２ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ７ 】 国 際 公 開 公 報 Ｗ Ｏ ２ ０ ０ ４ ／ ０ ６ １ ８ ５ ９ 　 Ａ ２ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ８ 】 国 際 公 開 公 報 Ｗ Ｏ ２ ０ ０ ４ ／ ０ ３ ４ ４ ６ ７ 　 Ａ ２ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ９ 】 国 際 公 開 公 報 Ｗ Ｏ ２ ０ ０ ４ ／ ０ ６ １ ８ ５ ９ 　 Ａ ２ 号 明 細 書
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【 特 許 文 献 ２ ０ 】 米 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ １ ／ ０ ２ ３ ９ ８ ６ 　 Ａ １ 号 明 細 書
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